
 

 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

新潟みなみ商工会（法人番号 8110005002114） 

新潟市（地方公共団体コード 151009） 

実施期間 令和 4年 4月 1日～令和 9年 3月 31日 

目標 

経営発達支援事業の目標 

（１）特産農産物に対する支援：管内食品加工・販売業者の商談会参加

支援を実施し、新規契約成立を目指す。 

（２）伝統工芸品に対する支援：白根仏壇・月潟鎌製造業者の物産展参

加支援を実施し、認知度を上げ売上高増加を目指す。 

（３）商店街と地域個店に対する支援：経営状況分析や事業計画策定の

支援を通じ売上高増加や利益率確保を目指す。 

（４）小規模事業者の設備投資に対する支援:経営状況分析や事業計画策

定支援を通し先端設備導入計画等を認定させる。生産性の向上を目指す。 

事業内容 

経営発達支援事業の内容 

３．地域の経済動向調査に関すること：小規模事業者を対象とした地域

内経済動向調査や、統計資料に基づく地域内調査分析の実施。 

４.需要動向調査に関すること：出展時に試食を伴うアンケート調査の実

施。需要動向分析シートの活用による個社支援。需要動向検討会の実施。 

５.経済状況の分析に関すること：記帳指導先への定量・定性的な経営状

況分析。個社へローカルベンチマーク等を活用した経営状況分析。 

６.事業計画策定支援に関すること：ＤＸセミナー・事業計画策定セミナ

ー・個社指導による、事業計画策定支援。 

７.事業計画策定後の実施支援に関すること：事業計画策定事業者に対す

る、巡回・ヒアリングによるフォローアップ支援。 

８.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること：白根仏壇・月潟鎌製

造業者の物産展参加や、食品加工・販売業者の商談会参加に係る支援。

ＳＮＳ活用に向けた専門家による個社支援。 

連絡先 

新潟みなみ商工会 経営支援室 TEL:025-373-4181 

〒950-1217新潟県新潟市南区白根 1240番地 3 

Mail:n-minami@shinsyoren.or.jp FAX:025-373-4199 

新潟市南区役所 産業振興課 TEL:025-372-6507 

〒950-1292新潟県新潟市南区白根 1235番地 

Mail:sangyo.s@city.niigata.lg.jp FAX: 025-371-0200 
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↑南区特産西洋なし 

「ル レクチエ」 
↑月潟商店街 

↑伝統工芸品「月潟鎌」 

（月潟鎌組合提供） 

 
↑白根仏壇の製造工程 （新潟市南区観光協会ホームページから） 

 
↑味方地区の地域資源活用事例（3種の笹団子 あずき、ごぼう、ます） 

 

 

◆産業別景況観 

（令和 2年度「白根・味方・月潟商工会 景況調査報告書」を本稿引用にあたり補筆） 

調査対象事業者 82社、調査対象期間令和 2年 10月～令和 3年 2月 

・製 造 業：売上が減少し今後も回復が見込めない事業者が多い。「需要の停滞」を問題点に挙げ

る事業者が多いことからも推測できるように、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り商品の需要構成が大幅に変わってしまった事業者も存在する。 

従業員を多く抱える事業者が多く、雇用維持のため雇用調整助成金等を活用し、時短

営業による雇用維持、事業の持続に注力している状況である。 

・建 設 業：業態によっては他業種に比べて（新型コロナウイルスの）影響の少ない事業者もある。

しかし、今後もこの景況が継続すると（新型コロナウイルス感染症拡大が各企業の経

営に与える）影響も甚大となると懸念される。 

半数以上の事業者が「税負担の増加」を経営上の課題として挙げており、資金繰り支

援が必要である。 
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◆参考・新潟市総合計画「南区区ビジョンまちづくり計画（平成 27年度から令和 4 年度まで）」 

「産業・まちなか 現状」 

○若者が魅力を感じ能力を活かせる雇用の場が少ないことが、若者の区外への流出など人口減少  

の要因の一つになっています。 

○更なる企業誘致を図るために新たな工業団地が必要となっています。 

○モータリゼーションの発展や国道沿いへの大型店の出店に伴い、既存の商店街から消費者が流出

しています。 

○商店主の高齢化や後継者不足、売上の減少などにより廃業や空き店舗、取壊した更地が目立つな

ど、まちなかの活力が失われつつあります。 

○商店街にぎわい創出事業やポイントカード会事業などの取り組みが行われていますが、個々商店

の売上の増加、経営安定においては十分な成果が得られていません。 

 

「観光 現状」 

○観光資源や食・農産物などの情報発信を進め、交流人口の拡大を目指し、地域の活性化を図って

います。 

○魅力的なイベントや施設など地域の宝ものはあるものの、滞在型の観光施設が少なく、旅行社な

どが観光コースに組み入れるまでには至っていません。 

 

（以上、商工・観光部分を引用） 
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（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

 

① 新潟市総合計画及び南区区ビジョンとの連動性・整合性 

・まず「南区のまちづくりの方針」で目指す区のすがたとして、歴史と伝統に支えられた確

かな技術の継承と、商店街の活性化を進めながら、農業・商業・工業が相乗的に発展する

誰もがいきいきと働けるまち、を挙げている。 

 ・次に「南区の現状と課題」では各分野について新潟市経済部において分析と考察が加えら

れている。このうち本計画の関連分野である「産業・まちなか」分野では、雇用の場が少

ないことに起因する若年層の人口流出など、前掲概念図記載の 4項目が挙げられている。 

・これら 4 項目を解決もしくは改善し、南区の現状・課題に対し裨益となりうる重点支援施策を定

めた。重点支援施策 4項目を前掲概念図のように本計画に反映させ、着実に実行していく。 

 

② 10年後を見据えた支援の方向性 

・まず雇用の場を確保し若年層の人口流出を食い止めるために、特産農産物である西洋なし

「ル レクチエ」を中心とした販路開拓、伝統工芸産業の維持、小規模企業の設備投資計画の

支援強化による個社支援が有効である。これら支援施策が企業規模拡大、生産性向上と就

労環境改善による雇用機会の増加、若年層の定住定着につながるからである。 

・次に 10 年後の南区人口構成を考えた時、商店街や地域個店の存在は高齢者、交通弱者を

はじめとした社会的弱者にとって不可欠な社会生活基盤としての機能が必要とされる。現状

は、商店街や地域個店の顧客特性はすでにこうした社会的弱者が中心となっており、将来

この傾向はさらに強まることが予想できる。すでに社会的弱者に寄り添う商業者として役

割を果たしている。 

・商店街や地域個店の事業主に対し、前掲概念図の事業内容に記載したようなセミナーを計

画的に開催することで、まずは社会生活基盤としての自覚を浸透させる。更には特色ある商

店、商店街リーダー発掘、養成により南区消費動線の創出を実現させる。商店街と南区各所の

特色ある個店や観光果樹園等の観光施設、各所イベント等の地域観光資源をめぐる消費動

線を創り出すことが最終的な目標と考えられる。 

 

③ 商工会としての役割 

・行政機関主導だけでは、前掲概念図記載の「南区の現状と課題」の解決は困難であり、南

区全域を網羅する商工会組織力の結集と経営支援体制の強化が必要である。 

・南区に所在する経済団体は、本計画の申請者である白根商工会、味方商工会、月潟商工会

の 3商工会である。これら 3商工会は令和 6年 4月の合併を目標とした協議を開始した。合

併により商工会活動の活性化と経営支援体制の充実を見込むことができる。 

・南区産業振興課を始めとした各行政機関、金融機関、税理士会等の各支援機関や農業協同

組合、各業種団体、青年会議所等の農業・商工業にまつわる各団体をつなぐ組織として、

南区商工会組織が強いリーダーシップをとり、これら各機関の方向性を集約しながら南区

の課題の解決に向けて取り組む。 

 

 

（３） 経営発達支援事業の目標 

・南区の現状・課題に対し裨益となりうる重点施策を「商工会 4つの重点支援施策」とした。

これら施策目標へ向けた取り組みが、南区区ビジョンの謳う課題への処方になると思料する。

換言すれば、特産農産物の販路開拓、伝統工芸品の維持、小規模事業者の設備投資増加、

企業規模拡大、就労環境改善による雇用機会増加、若者層の定住定着、商店街や地域個店

の事業継続、地域社会の存続の実現である。 

① 特産農産物に対する支援 

商談会「フードメッセ in にいがた」に管内食品加工・販売業者の参加支援を実施し、新規
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契約成立を目指す。商談会ではアンケート調査も実施し、この結果を対象事業者にフィード

バックの上、今後の新商品開発と販路開拓に活用させる。 

② 伝統工芸品に対する支援 

物産展「新潟市南区観光物産展」に白根仏壇と月潟鎌の製造業者の出展支援を実施し、売上

高増加を目指す。 ※1 

③ 商店街と地域個店に対する支援 

個社指導での経営状況分析、ＤＸ推進セミナー、事業計画策定セミナー、経営指導員による

個社指導での策定支援、事業計画策定後の実施支援を通して売上高増加と利益率確保を実現

する事業者の増加を目指す。 

④ 小規模事業者の設備投資に対する支援 

ＤＸ推進セミナー、事業計画策定セミナー、経営指導員による個社指導での事業計画策定 

支援、事業計画策定後の実施支援を通じて設備導入計画策定と導入後の効果測定、確認指導

により生産性の向上を目指す。※2 

 

※1  白根仏壇組合加盟 16 社中、5社に従業員が存在する。残る 11社は個人事業者である。 

月潟鎌組合加盟 4社はいずれも個人事業者である。 

※2  設備投資過年度実績は平成 30年度 6件、令和元年度 3件、令和 2年度 7件である。 

 

・本計画では事業期間を 5か年とし上記目標を掲げ、小規模事業者の支援を実施する。目標

値の設定については、「南区区ビジョンまちづくり計画第 4次実施計画」における「工程・

数値目標」を参考とした上で商工会組織として独自に設定した。（後述「経営発達支援事

業の内容」） 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

２．経営発達支援事業の実施期間、目標の達成方針 

（１）経営発達支援事業の実施期間（令和 4 年 4月 1日～令和 9年 3月 31日） 

 

（２）目標の達成に向けた方針 

    ①特産農産物に対する支援 

・「フードメッセ in に がた」での試食に伴うアンケート調査（Ⅰ4.）により、管内特産

品の需要動向を把握し、新商品開発に活用する。 

・需要動向分析シートの作成・活用による個社支援（Ⅰ4.）により、事業計画を策定した

小規模事業者の商品・役務について、顧客や消費者の評価や改善点を把握し、事業計画

にさらに反映させる。 

・「フードメッセ inにいがた」出展事前研修（Ⅰ8.）とＳＮＳ活用事業（Ⅰ8.）により、

管内食品加工・販売業者の需要開拓を実現する。 

 

    ②伝統工芸品に対する支援 

・需要動向分析シートの作成・活用による個社支援（Ⅰ4.）により、事業計画を策定した

小規模事業者の商品・役務について、顧客や消費者の評価や改善点を把握し、事業計画

にさらに反映させる。 

・「新潟市南区物産展」への出展支援（Ⅰ8.） とＳＮＳ活用事業（Ⅰ8.）により、 

白根仏壇と月潟鎌の需要開拓を実現する。 

 

    ③商店街・地域個店に対する支援 

・商工会職員での経営状況の分析（Ⅰ5.）により、小規模事業者の経営課題の顕在化や新

たな事業コンセプトの方向付け、事業計画の策定へ結びつける。 

・事業計画策定セミナーの開催（Ⅰ6.）により、商店街と地域個店に対し「南区区ビジョ

ン」に沿った店舗モットーの策定、事業方針の策定、意識付けの改革など、生活基盤と

しての存在の自覚を醸成する。 

・経営指導員の個社指導による策定支援（Ⅰ6.）により、定量的・定性的な事業計画策定

支援を行い、南区区ビジョンに沿ったテーマに対する支援に注力する。 

・ＤＸ推進セミナーの開催（Ⅰ6.）により、デジタル技術の基礎知識を高め、ＤＸを取り

入れた事業計画の策定に取り組む。 

・経営指導員による事業計画策定後の実施支援（Ⅰ7.）により、事業計画策定を行った小

規模事業者に対し、計画に即した事業の実現に向けた実効性のある効果測定を行う。（売

上高改善方法など） 

 

    ④小規模事業者の設備投資に対する支援 

・事業計画策定セミナーの開催（Ⅰ6.）により、「南区区ビジョン」に沿った小規模事業者

の設備投資に対する支援などを行う。生産性の向上、企業規模拡大、就労環境改善によ

る雇用機会の増加へ結びつける。 

・経営指導員の個社指導での策定支援（Ⅰ6.）により、各種補助金を活用した設備導入を

実現させる。会員事業所の多様なニーズに対応できるよう時宜を得て行う。 

・経営指導員による事業計画策定後の実施支援（Ⅰ7.）により、事業計画策定を行った小

規模事業者に対し、計画に即した事業の実現に向けた実効性のある効果測定を行う。（導

入設備の稼働状況改善など） 
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② 統計資料に基づく地域内調査分析（新規事業） 

数値的視点における外部環境の調査・分析が十分にされておらず、事業計画を策定する際はそ

の都度各職員が統計を調べて分析に生かす方法がとられていた。職員内で共有可能な総合的分析

データを作成するため、各統計データを基に地区内の外部環境をまとめる。 

 

・分析資料：新潟市統計情報（商業統計調査・工業統計調査）、経済センサス、地域経済分析シス

テムＲＥＳＡＳ 等 

・調査項目：人口統計（男女別・性別・世帯数・将来人口） 

商業・工業統計（業種別事業者数、従業員数、年間販売額等） 

産業構造、消費動向 等 

・分析方法：あらかじめ 3商工会の経営指導員で分析する資料を分担する。代表経営指導員 1 名

により、各経営指導員が分析したデータを集約し、報告書案として作成する。作成

した案を 3商工会の経営指導員で分析する。 

 

（４） 成果の活用 

・地域内経済動向調査（①）は、回答を選択式としているため数値的な分析は難しいものの、国・

県・市が実施している調査と比較し、調査から結果開示までスピーディに実施することが可能で

ある。また、本調査は独自で実施されるものであるため、年齢・業種・従業員数ごとでのクロス

分析が可能である。まとめられたデータは、当地域の今の実態を知るためには非常に有用である。 

・統計資料に基づく地域内調査分析（②）は、①と比較して客観的に外部環境を把握する上で有用

と考えられる。人口統計・商業・工業統計等を総合的に集約することで、信ぴょう性の高い分析を

行うことが可能である。 

・3 商工会のデータを集約し分析したものを景況調査報告書としてまとめることで、小規模事業者

の事業計画策定を行う上で活用することができる。①の調査については、過去に集計したデータ

があり、②に関しても毎年の調査によりデータが蓄積され、過年度との比較を行うことができる。

各調査結果は、商工会員外でも確認することができるよう、検討会で分析結果がまとまり次第、

各商工会のホームページに分析結果を公表する。作成した調査結果は職員内で共有し、各自経営

指導や事業計画策定支援時の資料として活用する。 

 

 

 

 

４．需要動向調査に関すること 

 

（１） 現状と課題 

[現状] 

・小規模事業者が自社の商品・サービスを消費者に提供する上で、定期的に需要動向を把握し、消

費者のニーズにあうように見直しを行っていく必要がある。しかし、全ての小規模事業者が動向

調査や口コミサイト、ＳＮＳでの情報収集を行っているわけではなく、事業者が売りたいもの・サ

ービスしたいものを消費者に提供するケースが多々見受けられる。（プロダクトアウト） 

・自社商品・サービスに対する需要動向を把握したいという意欲はあるものの、そのためのすべを

心得ておらず、また機会にも恵まれない事業者が多く存在する。 

 

[課題]  

・現在、管内事業者が「フードメッセｉｎにいがた」等展示会での出展や「白根大凧合戦お祭り広

場」・「味方地区ふるさと納涼まつり」・「月潟大道芸フェスティバル」等イベントで出展する際、

特段のアンケート調査は行っていない。これからも長く愛される商品展開をするためには、従来

取り扱っている商品に過信せず、トレンドを考えた商品展開を考えていかなければならない。 
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（３）事業内容 

①経営支援員による経営状況の分析 

・分析対象：記帳機械化指導先。商工会経営支援員が個別に実施する。 

・実施時期：新潟県商工会連合会の「小規模事業経営支援事業費補助金 資質向上対策事業」をこ

れまで以上に鋭意実施する。例年同様 2月～3月に実施する。 

・分析項目：定量分析たる「財務分析」と定性分析たる「ＳＷОＴ分析」の双方を行う。 

《財務分析》売上高対経常利益率、総資本対経常利益率、自己資本比率、 

損益分岐点売上高、変動損益計算書 等 

《ＳＷОＴ分析》強み、弱み、脅威、機会 等 

・手段、手法： 

各商工会の経営支援員（補助員、記帳専任職員）が経営指導員の指導を受けながら小規模事

業者の経営課題を抽出し、今後 3年間の経営戦略及び目標とアクションプランを策定し、「経

営状況分析指導報告書」に記載する。 

アクションプランの策定にあたっては、小規模事業者の新型コロナウイルス感染拡大防止に

向けた「新しい生活様式に対応した感染予防」や「業種ごとの感染予防ガイドライン」など

の対策を盛り込む内容とする。なぜなら新型コロナウイルス感染症が拡大する状況下で、経

営資源の乏しい小規模事業者が事業を維持し、難局を乗り切るための指針を提供する責務が

商工会組織にあるためである。 

・「経営状況分析指導報告書」には①経営計数分析表②比較Ｂ／Ｓ、比較Ｐ／Ｌ③月別売上実

績表④損益分岐点図表⑤経営分析レーダーチャート⑥簡易経営診断結果の各資料を添付す

る。 

 

   ②経営指導員による経営状況の分析 

  ・分析対象：日常の定例業務である巡回・窓口相談を実施する中で、必要性と実効性が認められ

る小規模事業者に対して商工会経営指導員が個別に実施する。 

・実施時期：個別事案ごとに時宜を得て実施する。 

  ・分析項目：上述経営支援員による経営状況の分析の分析項目（定量分析たる「財務分析」と定性分

析たる「ＳＷＯＴ分析」）に加え、経済産業省の「ローカルベンチマーク」、中小機構の

「経営計画つくるくん」等のツールを活用する。 

また必要に応じてデジタル化やＩＴ活用の状況についても分析を行う。 

  ・手段、手法： 

選定する分析対象者目標数は、従前実数、本事業関連指針、小規模企業者数を考慮した。 分

析結果は当該事業者にフィードバックし、事業計画の策定等に活用する。 

事業計画が求められるケースの一つに、各種補助制度の申請が挙げられる。申請を行うにあ

たり、経営状況の分析を一連の支援の中に組み入れることで、実態に即した実現性の高い事業

計画の策定へとつなげることができる。経営指導員が事業者へヒアリングをし、分析項目に則

しながら定量的・定性的に経営状況を分析する。 

 

（４）分析結果の活用 

・分析結果は、データベース化し内部共有することで、経営指導員等のスキルアップに活用する。

データベース化にあたっては、新潟県商工会連合会のファイルサーバーシステムの活用を行い、

白根、味方、月潟の 3商工会で共有する。 

・前述のとおりこれら分析結果を当該事業者に丁寧にフィードバックした上で、事業計画の策定へ

意識付けすることが重要である。経営指標の説明にとどまらず、そこから経営課題を読み解く指導、

新たな事業コンセプトの方向性を気付いてもらう指導により事業計画の策定へ結びつけるという指向

である。 

・「南区区ビジョン」に沿った店舗運営や事業方針の策定につなげることができるよう、結果を事業者に

フィードバックした上で今後に生かすことが重要となる。 
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６．事業計画策定支援に関すること 

 

（１）現状と課題 

[現状] 

・中小企業診断士等の専門家による事業計画策定支援に係る個別相談を実施している。 

・金融機関からの融資を受けるために必要な計画づくりや、「小規模事業者持続化補助金」の申請

における事業計画の策定支援にあたっている。 

 

[課題] 

・小規模事業者の経営課題は当該事業者の外部環境によって大きな影響を受ける傾向が強まって

いる。特に、新型コロナウイルス感染症拡大による未曾有の経済社会状況を、われわれは身をもって

体感している。小規模事業者を取り巻く今日の経営環境に適切に対処し、実効性のある経営支援を実

現するには、ピンポイントかつタイムリーな対応を行うことがより重要な状況となっている。 

・換言すれば事業計画の存在が、事業の存続にとって不可欠なものになりつつあることを、可能な

限り多くの小規模事業者に浸透させる必要がある。 

 

（２）支援に対する考え方 

・外部専門家による「事業計画策定セミナー」の開催と、日常の経営指導を通じた経営指導員等による

個社指導による策定支援が両輪となる。 

・小規模事業者に対し、事業計画策定の意義や重要性を漠然と述べても、実質的な行動や意識変化

を促せる訳ではない。そこで小規模事業者にとって極めて身近な地域課題を切り口として、「事

業計画策定セミナー」を開催する。「南区区ビジョン」の「現状」として掲げられている地域課題の改

善・解決に向け、商店街や地域個店が取り組むことが可能な分野をセミナーに盛り込む方針である。 

前掲 5で経営分析を行った事業者の 8割程度／年の事業計画策定を目指す。 

・上述のとおり、小規模事業者の置かれた経営環境は、それぞれ個社ごとに内部環境、外部環境が

大きく異なっており、この傾向はさらに強まっている。このため経営指導員等による策定支援は、

個社ごとに時宜を得て実施することが、今まで以上に重要となる。 

・小規模事業者が事業を行う上で、ＩＴツールやデジタル技術等の重要性が高まることが今後予想

される。事業計画策定の時点でＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）に関する知識を身に

着け、ＤＸを取り入れる前提で事業計画を立てるケースも想定される。ＤＸを絡めた事業計画策

定を行い、それぞれの事業者の実態に合ったＤＸ推進支援を実現するために、ＩＴ専門家による

セミナーを実施する。また状況に応じて専門家派遣による個社指導を実施する。これらの支援に

より小規模事業者の競争力の維持・強化を目指す考えである。 
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ＤＸに取り組める環境が整備できれば、現在指摘されている地方のＤＸの遅れも改善可能で

ある。デジタル化の進捗には多くの費用と労力がかかるため、1つの事業者だけでＤＸに取

り組むのは困難なケースがある。関係する取引先などと協力し、グループとして新しい取組

みを検討することも有効であるためである。 

・予定するテーマ： 

ＥＣサイトの運用による事業拡大、ＳＮＳを活用した情報発信方法、クラウド会計サービス 

を活用した税務管理、顧客管理システムを活用した商圏把握 

 

② 経営分析を行った事業者を対象とした「事業計画策定セミナー」の開催 

・事業目的：事業計画策定を行ったことがない、または独自では事業計画策定を行えない小規模

事業者に対し、自社の経営状況を見つめ直し潜在的な経営課題を抽出し意識づけてもらう。 

・支援対象：前掲Ⅰ5①並びに②にて経営分析を行った事業者等を対象とする。 

・手段、手法： 

①と同様に経営分析事業者に対しセミナーへの参加を促し、ホームページや会報で小規模事

業者に対し広く周知する。 

外部講師による研修により「南区区 ジョン」に沿った店舗モットーの策定、事業方針の策

定による、意識付けの改革など、商店街と地域個店の生活基盤としての存在の自覚・醸成を促

し、それらを事業計画のテーマとして盛り込むことが可能な研修内容とする。 

事業計画のテーマ選定には上記のほか、「南区区ビジョン」に沿った小規模事業者の設備投資に

対する支援や地域経済動向調査、経営状況の分析、需要動向調査の内容を踏まえながらの実施

となる。 

事業計画策定セミナーの受講者に対し、経営状況分析を担当した経営支援員や経営指導員等

が担当制で張り付き、状況に応じて外部専門家も交えながら確実に事業計画の策定につなげ

ていく。経営支援員や経営指導員だけでなく別の視点が入ることで、事業者は複数人の意見

を参考にしながら事業計画の策定が可能となる。 

・予定するテーマ：商圏拡大、購買頻度向上、顧客関係強化、ブランド力強化、広報周知、商店

街リーダー養成、設備投資による生産性向上、5Ｓの必要性、多能工化の実践と定着、作業改

善と作業標準 

 

  
↑白根商店街にある精肉店 古い店構えながら例年継続して利益を確保している。 

自家製総菜製造販売など、地域の生活に寄り添った事業構成となっている。 

 

◆商店街と地域個店に対しては、地域社会の生活基盤として自店の機能と役割について自覚・醸成を

促す事業計画策定支援を行う。商店街や特色ある地域個店、観光施設等をめぐる南区全体の消費 

動線の創出が、最終段階の目標である。 

 

③ 経営指導員個社指導による策定支援 

・事業目的： 

小規模事業者を取り巻く今日の経営環境に適切に対応するため、経営状況分析を経た事業者

や、平素の経営指導で接している事業者に対し、必要な経営課題をさらに明確化させるため。

日頃の巡回指導等により小規模事業者の経営状況を把握している経営指導員により、定量的・
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（４）事業内容 

・事業目的：事業計画策定を行った小規模事業者に対し、計画に則した事業を実現させるため。 

・支援対象：事業計画を策定したすべての事業者を対象とする。 

・手段・手法：目標に掲げた頻度で、支援対象事業者に対して巡回・ヒアリングを行うことで、事業

実施の状況を確認し現状に合った指導を行う。 

 

・事業計画策定に対する支援頻度の内訳は上表記載とするが、事業者からの申出等により、臨機応

変に対応する。なお、進捗状況が思わしくなく、事業計画との間にズレが生じていると判断する

場合には、他地区等の経営指導員等や外部専門家などの第三者の視点を必ず投入し、当該ズレの

発生要因及び今後の対応方策を検討の上、フォローアップ頻度の変更等を行う。 

・現場ではフォローアップ支援頻度の維持が課題となっている。状況に応じて、巡回や窓口のみで

のヒアリングにこだわらず、電話、メールによる手段を併用して事後指導計画を作成して取り組む

こととする。併せて、事業計画策定支援の進捗管理については、目標の達成に向けた管理統括責

任者を経営指導員から 1名を選定して取り組む。 

・小規模事業者に対する伴走型支援で大切なことは、目標売上高の設定と目標売上高を達成するた

めの具体的な支援策を事業者と同じ方向で考えることである。従前の経営状況の分析では、過年

度との決算比較に比重がおかれ今後の改善に係る指導が手薄となっていた。この問題点を解消す

るため、今後は変動損益計算書と短期利益計画の作成指導を励行、強化する。 

 

 

 

 

８.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 

（１） 現状と課題 

[現状] 

・白根仏壇の製造業者が、平成 23 年度より毎年「新潟市南区観光物産展」に出展し、伝統工芸の

周知と販路開拓につとめている。商工会としての支援は行っておらず、主催である新潟市南区観

光協会からの出展依頼を受けて白根仏壇の展示を行っている。 

 

・新潟市南区では農業を生かしたまちづくりに取り組んでおり、若手農業生産・販売業者との連携

を強化している。「フードメッセ in にいがた」において、平成 29 年度より新潟市南区産業振興

課で 2ブースを借り、ＪＡ新潟みらい及びしろね農業青年部が出展している。 

令和 2年度には、ＪＡ新潟みらいで生産を強化しているえだまめ、贈答品としての評価の高い西

洋なし「ル レクチエ」やプラム、アボカドの若手農業生産・販売業者が参加した。県内外のバイ

ヤー向けにＰＲを行い、小規模事業者の新たな需要の開拓に寄与している。 

 

なお、月潟鎌の製造業者については、月潟大道芸フェスティバル（月潟地区）並びに風と大地

のめぐみ（白根地区）等での出店を行っており、一般顧客向けに鎌の販売を行っている。 

 

 ・感染症対策として非対面型サービス・商品提供の需要が高まっている中、地域内の小規模事業者

の多くが、需要に合う販路開拓に関心を寄せている。ＩＴを上手く活用し商圏を広げる事業者が

いる一方、取り組み方が分からず着手できずにいる事業者も多い。 

 

[課題]  

・「新潟市南区観光物産展」への出展は定着化した事業となっているが、近年は出展展示のみでの

参加となっている。興味を持った来場者がいても会場に事業者が滞在しないため、来場者の反応

を見ることはできず売上に直結できていない。また、白根仏壇製造業者は出展しているものの、
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（４） 事業内容 

① 展示会出展事業 

白根仏壇および月潟鎌の製造業者をそれぞれ 1者ずつ選定し、「新潟市南区観光物産展」に出

展させる。需要開拓に効果が出るように、レイアウトや集客方法についての事前研修を行う。

2 週間という長期的なイベントのため、従業員を抱えずほぼ一人で事業を営む両製造業者が

毎日滞在することは不可能だが、土日を中心に積極的に会場に滞在してもらい、来場客にＰ

Ｒを行う。 

 

「新潟市南区観光物産展」 

新潟市南区観光協会主催により、例年秋に 1 回、2 週間程度にわたり、道の駅新潟ふるさと村

で開催される。道の駅新潟ふるさと村は新潟市西区にあり、新潟市南区に隣接し国道 8号でつ

ながる非常にアクセスの良い施設である。県内で 2番目に観光客の入れ込みが多く、人気の観

光施設である。 

期間中、土・日曜日は展示だけでなく凧揚げ、よさこい踊り、物販等が行われ、県内外から多

数来場する。 

参考：平成 30 年度新潟ふるさと村 年間来場者数 172万人 

（引用：新潟県 新潟ふるさと村アピール館指定管理者 事業報告書から） 

 

② 商談会参加事業 

「フードメッセ in にいがた」に管内食品加工・販売業者 4 者を選定し、参加させる。商談

に慣れていない小規模事業者が参加することを考慮し、参加する前にＦＣＰシート（農林水産

省提供）の作成方法について専門家等により事前研修を行う。研修後は経営指導員がＦＣＰシ

ートのチェックを行い、当日までにＦＣＰシートを完成させる。完成したＦＣＰシートを活

用してバイヤー相手に商談を行い、成約率を上げ次につなげてもらう。 

 

「フードメッセ inにいがた」 

新潟市主催日本食糧新聞社の運営により、本州日本海側最大規模の「食」に特化したバイヤー

向けの展示会である。例年秋に 1 回、3日間にわたり開催され、約 450 程度のブース、3日間で

県内外からのべ 10,000 名が来場する。展示会期間中は、新潟市主催によりにいがた 6次化フェ

アも同時開催され、6 次産業化に特化した情報交換・商談が可能である。 

参考：令和元年度来場者数 10,232 人 

（引用：フードメッセ in にいがた ホームページから） 

 

③ ＳＮＳ活用事業（新規事業） 

商圏を広げたくＳＮＳを導入したいと考えながら、未だに導入できずにいる小規模事業者に

対し、ＩＴ専門家を派遣し、アカウントの作成から運用方法までの支援を行う。 

想定されるＳＮＳ：Instagram、LINE公式アカウント、Facebook 、Twitter 

ただアカウントを作成し運用させるだけでは販路開拓につながらないため、運用上のポイン

トや写真の載せ方を専門家から指導をもらい、ターゲットの絞り込み等の助言やアフターサ

ポートを経営指導員が行う。 
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Ⅱ.経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

 

９．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

 

（１）現状と課題 

[現状] 

・商工会では、各商工会の会長及び新潟市南区産業振興課等を委員に事業評価委員会を年 1回開催

している。委員会では、事業をフィードバックし、事業の達成度に応じて事業評価を行っている。 

 

[課題] 

・委員会内で単年度ごとに事業評価をするに留まっており、事業の見直しまでは至っていない。ま

た、商工会並びに行政団体内での評価に留まっており、有識者からの検証・評価を受けていない。 

 

（２） 事業内容 

・経営発達支援事業評価委員会の開催 

年 1回年度初めの 4月から 6月の間に、各商工会の会長並びに新潟市南区産業振興課担当職員、

税理士等の外部有識者、法定経営指導員、経営指導員による経営発達支援事業評価委員会を開催

する。前年度実施した経営発達支援事業ごとに実施回数、支援事業者数等の目標達成率を定量的

に算出し、評価・見直し案の提示を行い、当該評価委員会において検討を行う。 

評価結果については、各商工会の理事会へ報告し、承認を受けるとともに、見直し案及び改善策

は、当年度の事業実施方針等に反映させ、確実に実行する。 

 ・評価結果の公表 

評価結果は、各商工会ホームページで公表し、地域の小規模事業者等が常に閲覧可能な状態とす

る。また、概要を抜粋した資料を各商工会報等により全会員等に配布する。 

 

 

 

 

１０．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

（１）現状と課題 

[現状] 

・経営指導員等の資質向上のため、新潟県・新潟県商工会連合会・にいがた産業創造機構等の主催

する研修会に積極的に参加し、資質を向上させ小規模事業者の支援につなげている。また、的確

かつ迅速に支援ができるよう、カルテの整備や資料の回覧等により全職員で管内の小規模事業者

の情報を共有している。 

 

[課題] 

・職員同士で情報共有を行いながら支援を進めてはいるものの、小規模事業者の取り巻く環境に対

応するためには、さらに情報を活用させながら的確な支援をしていく必要がある。経験年数等に

よって職員間で支援ノウハウの知識に差があるため、状況に合った支援を職員個々が的確に行え

るよう、商工会で支援体制を確立させることが課題である。 
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（２）事業内容 

① 外部講習会等の積極的活用 

【経営指導員研修会】 

小規模事業者への支援ノウハウのさらなる習得のため、新潟県商工会連合会主催の「経営指導

員研修会」や「テーマ別研修会」及び中小企業大学校「支援機関職員向け研修会」に計画的に

経営指導員及び経営支援員等を派遣する。 

 

【中小企業支援機関等が主催する研修会】 

小規模事業者が直面する経営課題に迅速かつ適切な支援が可能となるように、新潟県・にいが

た産業創造機構・新潟市産業振興財団が実施するテーマ別セミナーに積極的に参加する。 

（例：ＨＡＣＣＰ研修会、ＨＰアクセス数改善研修会、ＳＮＳ情報発信研修会） 

 

【ＤＸ推進に向けたセミナー】 

経営指導員等がＩＴスキルを習得し地域内の小規模事業者のＤＸを推進し支援できるよう、Ｄ

Ｘに係るセミナーや研修会へ積極的に参加し資質向上に努める。 

 ＜ＤＸに向けたＩＴ・デジタル化の取組＞ 

  ・事業者にとって内部的（業務効率化等）な取組 

   クラウド会計ソフト、補助金の電子申請、情報セキュリティ対策 等 

  ・事業者にとって外向け（需要開拓等）な取組 

   ＨＰを利用した自社ＰＲ・情報発信方法、オンライン展示会、ＳＮＳを活用した販売 

促進策 等 

    ・その他の取組 

     オンライン経営指導の方法 等 

 

② ＯＪＴ制度の導入 

・日常の巡回並びに窓口業務は担当職員単独で実施することが多いが、支援内容の濃度に応じて

複数の職員で対応し、より綿密な小規模事業者への支援を行う。他職員の支援ノウハウを実務

で吸収し合い、職員全体の資質向上をはかる。 

 

③ データベース化による職員間での情報共有 

・巡回・窓口業務により経営指導員等が事業者への支援を行ったら、適時・適切に基幹システム

へ相談内容を記録し、他の職員と支援内容の情報を共有し以後の指導に活用させる。 

小規模事業者への経営支援を行う中で専門家からの指導を受けた際、専門性※1があり他の事

業者への支援にも役立てそうな内容については、職員間で情報の共有を行う。 

・同一の商工会内では上述の通り商工会基幹システム上で共有する。異なった商工会間において 

は、3商工会内で閲覧可能な新潟県商工会連合会のファイルサーバーシステムを活用する。 

※1 専門性とは、税務・金融・労務だけでなく、ＳＮＳ・ＥＣサイトを活用した販路開拓の取

り組みなど、ＤＸに係る内容も含まれる。 
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１１.他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

 

（１）現状と課題 

[現状] 

・新潟市南区との連携 

年 1回新潟市南区との行政懇談会を実施しており、南区区ビジョンやまちづくりビジョンに向け

た方策について意見交換を行っている。令和 2年度においては、依然猛威を振るう新型コロナウ

イルス感染症への事業者向け支援について情報交換を行った。管内の小規模事業者の実態に沿っ

た事業支援を実施できるよう、担当者レベルでの定期的な情報交換も実施している。 

・金融機関との連携 

毎年、中小企業支援連携ミーティング並びに「小規模事業者経営活動資金」連絡協議会に参加し、

新潟県信用保証協会新潟支店・日本政策金融公庫新潟支店・下越地区商工会・下越地区商工会議

所の支援担当者と情報交換を行っている。会議で得た金融動向や支援取組事例等は商工会の他職

員と共有し、支援体制を強固なものにしている。 

・各税務団体との連携 

所得税・消費税等申告指導に関する打ち合わせ会等を通して、関東信越税理士会新潟支部、新潟

市青色申告会、新潟税務署、新潟税務署管内商工会・商工会議所の支援担当者と、税制面におけ

る情報交換を行っている。 

 

[課題] 

・各情報交換会には積極的に参加しているものの、連携を通じた支援ノウハウを実際の支援に生か

しきれていない状況にある。令和 2年度においては、新型コロナウイルスの影響により会議が中

止・規模縮小での実施となったことで情報交換が十分に行えなかったケースがあった。 

・そのような状況下だからこそ、目まぐるしい経済情勢の変化に対応すべく、他の支援機関と綿密

な連携を意識する必要がある。 

 

（２）事業内容 

① 新潟市南区行政懇談会の実施 

・年 1回、新潟市南区区長並びに行政担当者、商工会支援担当者を中心に、南区区ビジョンやま

ちづくりビジョン、新潟市地方創生策等地域の活性化について協議を行う。南区区ビジョンを

再認識し、まちづくりを通した事業者支援のノウハウを取得する。 

 

② 南・秋葉区商工会連絡協議会への参加 

・年 1回、新潟市南区・新潟市秋葉区の行政担当者並びに商工会担当者、商工会三役で構成され

る会議に参加し、各行政と商工会で連携した取組事例について、情報交換を行う。 

 

③ 中小企業支援連携ミーティングへの参加 

・年 1回、新潟県信用保証協会新潟支店、新潟県商工会連合会広域指導センター、下越地区商工

会、下越地区商工会議所の支援担当者で構成される会議に経営指導員が出席し、下越地区内の

金融動向を情報共有する他、各商工会・商工会議所地区の支援取組内容について情報交換を行

う。会議で得た情報を他職員と共有し、支援ノウハウの向上をはかる。 

 

④ 「小規模事業者経営活動資金（通称：マル経）」連絡協議会への参加 

・年 1回、日本政策金融公庫新潟支店、新潟県商工会連合会広域指導センター、下越地区商工会

の支援担当者で構成される会議に経営指導員が出席し、下越地区内でのマル経融資の取組状況

や金融動向を情報共有する他、各商工会地区の支援取組内容について情報交換を行う。会議で

得た情報を他職員と共有し、支援ノウハウの向上をはかる。 
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⑤ 税理士会・青色申告会・税務署との連絡協議会への参加 

・年 2回、関東信越税理士会新潟支部、新潟市青色申告会、新潟税務署、新潟税務署管内商工会・

商工会議所の支援担当者で構成される会議に経営指導員が出席し、税理士会や税務署より制度

改正や税務支援における支援ノウハウの情報を習得する。会議で習得した情報を他職員と共有

し、確定申告作成指導時等の支援に活用する。 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ.地域経済の活性化に資する取組 

 

１２．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

 

（１）現状と課題 

[現状] 

・3 商工会では、地域づくり・地域経済活性化に貢献することを目的に、平成 21年度より「地域貢

献アピールプラン」を策定し、小規模事業者支援はもとより、まちづくりへの提言、イベント、

祭り等の地域振興事業等、地域づくりのために取り組みをおこなってきた。「地域貢献アピール

プラン」は、「南区区ビジョンまちづくり計画」、「新潟市南区拠点商業地活性化推進事業計画」

などを基に設定されており、新潟市南区の将来像に沿う内容となっている。 

新潟市の補助金を一部財源とし、新潟市南区と連携をしながらイベントを実施し地域のＰＲに務

めている。 

 

[課題] 

・白根地区・味方地区・月潟地区にこだわらず、各地区が一体となった事業実施を少しずつ進めて

きてはいるものの、連携・協力体制はまだ不十分であり、各地区独自のイベントが中心となって

いる。地域経済の活性化には地域内での消費増大が重要視されており、消費増大のためには各地

区での更なる連携・協力体制の構築が求められる。 

 

（２）事業内容 

① 地区内団体と連携しての各種イベントの実施 

・新潟市南区各地域において、商工業者のＰＲ並びに地域物産販売促進を目的として商工会が中

心となって開催する「白根大凧合戦お祭り広場」・「味方地区ふるさと納涼まつり」・「月潟大道

芸フェスティバル」等のイベントを実施する。 

それぞれのイベントは地域外の住民に向けて管内を広くＰＲする場でもあるため、新潟市南区

観光協会、各種団体と連携しながら、地域の方向性を共有しあい開催に協力し、地域経済の活

性化に寄与する。 

 

② 南区おもてなし実行委員会による飲食を通しての地域活性化 

・地域経済の活性化のために、白根商店街を中心として、3地区の名物食材を持ち寄り、「白根大

凧合戦」期間中に食を提供する事業を実施する。令和 2 年度においては、「白根大凧合戦」が

中止となってしまったため、デリバリー＆テイクアウト事業として、新潟市南区民向けに飲食

店の利用を促す事業を展開した。今後はさらに各地において地域資源を活用して商品開発を重

ね、地域ブランドを確立して、地域経済活性化につなげる。商工会では事務局として実行委員

が円滑に進むように事業のサポートを行う。 
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③ 「新潟カ ー王国プロジェクト」の実施 

・管内で生産・販売を強化しているカレー専用米「華麗舞（かれいまい）」と地元野菜の消費を

拡大させるため、ＪＡにいがたみら 並びに管内飲食店と連携して、「新潟カレー王国プロジ

ェクト」を実施する。 

令和 3年度は、管内飲食店のカ ーを紹介した記事を掲載したカレーマップを製作し、8月に

配布。まずはカレーマップにより華麗舞の認知度を上げてカレーの消費を促進する。令和 4 年

度からは、事業が一過性とならないように前年度の反省を踏まえた新たな取組を実施する。こ

れにより、新規顧客の開拓、売上の増加が期待される。 

 

④ 新潟市南区地域おこし協力隊との連携 

・新潟市南区地域おこし協力隊は、ＹｏｕＴｕｂｅやオンラインツアーなどを活用して管内の観

光・商業のＰＲを行っている。新事業への取組みや新しい商品の販売を行う小規模事業者の情

報提供を行い、地域おこし協力隊と連携しての地域おこし支援を行う。 
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（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

連携して実施する事業の内容 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

 

連携体制図等 

 

 


